
入札及び契約の過程に係る苦情処理要領 

令和２年９月１日 

企 業 局 総 務 課 

第１ 趣旨 

この要領は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 12 年法律 

第 127 号）及び同法第 17 条第１項の規定に基づく公共工事の入札及び契約の適正化を 

図るための措置に関する指針（平成 13 年３月９日閣議決定）において、入札及び契約 

の過程に関する苦情を適切に処理する仕組みを整備するよう定められた趣旨を踏まえ、 

局が発注する建設工事並びに建設工事に係る測量、建設コンサルタント業務、地質調査  

業務、補償コンサルタント業務及び建築設計業務（以下、「建設関連業務」という。）並 

びに施設の維持管理に係る業務等並びに物品の売買及び物品の賃貸借における入札及  

び契約の過程に係る苦情処理について必要な事項を定めるものとする。  

 

第２ 対象 

１ 本要領による苦情処理の対象は、次の各号に掲げる調達に係るものとする。ただし、

次項に規定するもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連し、当該行為を秘密にする

必要があるものを除く。 

(１) 局が発注する建設工事のうち、予定価格が 250 万円以上のもの 

(２) 建設関連業務のうち、予定価格が 100 万円以上のもの 

(３) 施設の維持管理に係る業務等 

(４)  物品の売買及び物品の賃貸借 

２ 予定価格が地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成 

７年政令第 372 号）第３条第１項に規定する総務大臣が定める額以上の局が発注する建 

設工事及び建設関連業務（以下、「建設工事等」という）に係る苦情処理については、  

この要領に定めるもののほか、政府調達に関する苦情の処理手続（平成 26 年６月 23 日 

会計管理局会計課定め）に定めるところによる。 

 

第３ 一次苦情申立て 

１ 一次苦情の申立てができる者及び申立てができる範囲 

一次苦情の申立てができる者及び申立てができる範囲は、次のとおりとする。  

(１) 一般競争入札方式 

入札参加資格確認申請書等を提出し、入札参加資格確認結果通知書により入札参  

加資格がない旨の通知を受理した者のうち、入札参加資格がないとされた理由に不  

服がある者は、当該理由についての説明を求めることができる。  

(２) 指名競争入札方式 

  ① 当該入札と同一の建設工事等の種類の入札参加資格（県が発注する建設工事等の 

契約に係る入札参加者の資格等に関する要綱（平成 20 年宮崎県告示第 369 号。）第 

７条第１項の規定により認定された入札参加資格をいう。次号において同じ。）、施 

設の維持管理に係る業務等の種類の入札参加資格（庁舎等の設備維持管理業務の委 

託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱第５条の規定により認定された  

入札参加資格をいう。次号において同じ。）、又は物品の売買及び物品の賃貸借の契 



約に係る入札参加資格（物品の買入れ等の契約に係る競争入札の参加資格、指名基 

準等に関する要綱第４条の規定により認定された入札参加資格をいう。次号におい 

て同じ。）がある者のうち、当該指名競争入札に参加できる者として指名されなか  

ったことに不服がある者は、非指名理由についての説明を求めることができる。  

② 入札参加資格確認申請書等を提出し、入札参加資格確認結果通知書により入札参 

加資格がない旨の通知を受理した者のうち、入札参加資格がないとされた理由に不 

服がある者は、当該理由についての説明を求めることができる。  

(３) 随意契約（業務委託等プロポーザル方式（業務委託等プロポーザル方式試行要領  

（平成 31 年４月１日総務課定め）に規定される方式をいう。）による場合 

  ア 参加申込書等を提出した者のうち、企業局長による非選定通知書を受理した者で、 

非選定理由に対して不服がある者は、企業局長に対して、非選定理由についての説  

明を求めることができる。 

イ 技術提案書を提出した者のうち、企業局長による非特定通知書を受理した者で、  

当該非特定理由に対して不服がある者は、企業局長に対して、非特定理由について  

の説明を求めることができる。 

(４) 随意契約方式((３)の場合を除く) 

ア 発注した建設工事と同一の種類の建設業の許可（建設業法第３条第１項に規定す  

る「許可」を受けている者をいう。）を有する者で、契約の相手方として選定され 

なかったことに対して不服がある者は、選定されなかった理由についての説明を求  

めることができる。 

イ 発注した建設関連業務、施設の維持管理に係る業務等、物品の売買又は物品の賃  

貸借と同一の入札参加資格の認定を受けている者で、契約の相手方として選定され  

なかったことに対して不服がある者は、選定されなかった理由についての説明を求  

めることができる。 

２ 一次苦情の申立ての方法 

一次苦情の申立てをしようとする者は、次に掲げる期間内に一次（二次）苦情申立書  

（別記様式第１号）により、企業局長に対して行うことができるものとする。  

(１) 第３の１の(１)及び(２)の②に掲げる苦情については、入札参加資格確認結果通

知書により、入札参加資格がない旨の通知を受理した日の翌日から起算して２日（宮

崎県の休日を定める条例（平成元年宮崎県条例第２２号）第２条に規定する休日及

び８月１３日から８月１５日までを除く。以下、日数の規定において同じ。）以内）

以内とする。 

(２) 第３の１の(２)の①に掲げる苦情については、指名結果が宮崎県公共事業情報サ 

ービスにおいて公表された日の翌日から起算して５日以内とする。  

(３) 第３の１の(３)及び(４)に掲げる苦情については、随意契約の相手方が宮崎県公 

共事業情報サービスにおいて公表された日の翌日から起算して５日以内とする。  

３ 一次苦情の申立てへの回答 

苦情の申立てがあった場合は、一次（二次）苦情申立書を受理した日の翌日から起算 

して、第３の１の(１)及び(２)の②に掲げる苦情については２日以内に、その他の苦情 

については５日以内に、一次苦情申立てに係る回答書（別記様式第２号）により回答す  

る。 



ただし、苦情件数が多数に及ぶ等事務処理上の困難その他の合理的かつ相当の理由が 

あるときは、当該理由及び予定している回答期日を伝えた上で回答期間を延長すること 

ができる。 

４ 一次苦情の申立ての却下 

企業局長は、次に掲げる場合に該当するときは申立てを却下することができるものと

し、却下したときは、速やかにその旨を一次苦情申立者に苦情却下通知書（別記様式第

３号）により通知しなければならない。 

(１) 第３の１に掲げる申立てができる者以外の者から申立てがなされた場合  

(２) 第３の１に掲げる申立てができる範囲以外の事項について申立てがなされた場合  

(３) 第３の２に掲げる申立期間の経過後に申立てがなされた場合  

(４) 苦情の内容が軽微な、又は無意味なものである場合 

５ 一次苦情の申立てについての教示 

企業局長は、本要領の対象となるものについては一次苦情の申立てができる旨の教示

を次により行う。 

(１) 第３の１の(１)及び(２)の②に掲げる苦情については、入札参加資格確認結果通 

知書により教示する。 

(２) 第３の１の(３)及び(４)に掲げる苦情の申立てができる旨を掲示等により教示す 

る。 

(３) その他の事項については、この要領を宮崎県公共事業情報サービスにおいて掲載  

することにより教示する。 

６ 一次苦情処理結果の公表 

企業局長は、一次苦情申立者に回答又は却下の通知を行ったときは一次（二次）苦情

処情処理結果概要（別記様式第４号）を閲覧に供する方法により遅滞なく公表する。  

 

第４ 建設工事等に係る二次苦情申立て 

１ 建設工事等に係る二次苦情（以下、「二次苦情」という）の申立てができる者 

第３の３の回答書を受理した一次苦情申立者のうち、当該回答書による説明に不服 

がある者は、二次苦情の申立てを行うことができる。 

２ 二次苦情の申立ての方法 

二次苦情の申立ては、企業局長から回答書を受け取った日の翌日から起算して５日 

以内に一次（二次）苦情申立書（別記様式第１号）により、企業局長に対して行うも  

のとする。 

３ 二次苦情の申立ての対応 

二次苦情の申立てがあった場合、企業局長は、速やかに宮崎県入札・契約監視委員  

会設置要綱（平成１５年８月１日総務部行政経営課・総務部財政課定め）により設置  

される宮崎県入札・契約監視委員会（以下「委員会」という。）に二次苦情処理に係  

る審査資料（別記様式第５号）を提出し、調査・審議を依頼する。  

４ 二次苦情の申立てへの回答 

企業局長は、二次苦情申立者に対し、委員会の調査・審議の結果を踏まえた上で、  

委員会から報告を受けた日の翌日から起算して５日以内に、その結果を二次苦情申立  

てに係る回答書（別記様式第６号）により回答する。 



５ 二次苦情の申立ての却下 

企業局長は、次に掲げる場合に該当するときは、申立てを却下することができるも  

のとし、却下したときは、速やかにその旨を一次苦情申立者に苦情却下通知書（別記  

様式第３号）により通知しなければならない。 

(１) 一次苦情の申立てを行っていない者から二次苦情の申立てがなされた場合  

(２)  一次苦情の申立てを却下された者から二次苦情の申立てがなされた場合  

(３) 一次苦情の申立ての内容以外の事項について二次苦情の申立てがなされた場合  

 (４) 局が発注した建設工事等に係る苦情申立て以外の事項について二次苦情の申立て  

がなされた場合 

(５) 第４の２に掲げる申立期間の経過後に二次苦情の申立てがなされた場合  

６ 二次苦情申立てについての教示 

第３の３の回答書中に、二次苦情処理ができる旨を教示する。  

７ 二次苦情処理結果の公表 

企業局長は、二次苦情申立者に回答又は却下の通知を行ったときには、一次（二  

次）苦情処理結果概要（別記様式第４号）を閲覧に供する方法により遅滞なく公表す  

る。 

８ 二次苦情処理の事務 

二次苦情処理の事務は、第３の(１)から(４)に係る苦情にあっては当該建設工事等

の事業主管課が行う。 

 

第５ 公表の方法等 

この要領に定める事項の公表は、第３及び第４の苦情申立てのあった日の属する年  

度の翌年度の３月31日まで行う。 

 

第６ その他 

苦情の申立ては、入札契約手続の執行を妨げない。 

 

第７ 適用時期 

この要領は、令和２年９月１日から施行する。 

 



別記 
様式第１号 
 

一 次 （二 次） 苦 情 申 立 書 
 

   年  月  日 
 
 宮崎県企業局長 殿 
 
 

（苦情申立者） 
主たる事務所の所在地 

 
商号又は名称 

 
代表者氏名            印  
（個人の場合は、住所及び氏名） 

 
電話番号 

 
１ 苦情申立の対象 
（工事名、業務名又は入札

参加資格停止の理由） 

 

２ 不服のある事項  

３ 不服の根拠となる事項  

 



様式第２号 
 

一次苦情申立てに係る回答書 
 

（ 文 書 番 号 ）  
   年  月  日  

 
（苦情申立者） 

商号又は名称 
代表者名              様 
（個人の場合は氏名）  
 

宮崎県企業局長  
 
 
   年  月  日付けで申立てがあった不服事項等について、下記のとおり回答し

ます。 
 

記 
 
１ 申立て事項への説明 
 
 
 
 
 
２ 二次苦情申立てについて 
  この回答書による説明について不服がある場合は、企業局長に対して二次苦情の申立

てを行うことができます。 
  二次苦情処理の申立てを行う場合は、この回答書を受け取った日の翌日から起算して

５日（日曜日、土曜日、祝日及び８月 13 日から 8 月 15 日まで並びに年末年始（12 月

29 日から翌年の 1 月 3 日まで）を除く。）以内に二次苦情申立書（様式第１号）により

行ってください。 



様式第３号 
 

苦情却下通知書 
 

（ 文 書 番 号 ）  
   年  月  日  

 
（苦情申立者） 

商号又は名称 
代表者名              様 
（個人の場合は氏名）  
 

宮崎県企業局長  
 
 
    年  月  日付けで申立てがあった不服事項等について、下記の理由により却

下します。 
 

記 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式第４号 
 

一次（二次）苦情処理結果概要 
 
１ 苦情処理申立ての概要 

申 立 日     年  月  日 

申 立 者 

所在地（住所） 
商号又は名称 
代表者名 
電話番号 

苦 情 の 内 容 

１ 苦情の申立ての対象 
 
 
２ 不服のある事項 
 
 
 
３ 不服の根拠となる事項 
 
 
 
 

申 立 先  
 
２ 回答の概要 

回 答 日    年  月  日 

回 答 者 
 

回 答 の 内 容 

 

 



様式第５号 
 

二次苦情に係る審査資料 
 

１ 二次苦情申立者の所在地・氏名等 
  所在地（住所） 
  商号又は名称 
２ 二次苦情申立ての対象 
  

３ 一次苦情処理の状況 
(1) 申立て事項 
 
 
 
 
 
(2)申立て事項への説明 
 
 
 
 

４ 二次苦情申立ての内容 
(1)不服のある事項 
 
 
 
 
 
(2)主張の根拠 

５ 二次苦情に対する県の主張 

（注）二次苦情申立てに係る回答書（案）及び審査に必要な関係資料を添付すること。 
 
 
 
 



様式第６号 
 

二次苦情申立てに係る回答書 
 
 

（ 文 書 番 号 ）  
   年  月  日  

 
（苦情申立者） 

商号又は名称 
代表者名              様 
（個人の場合は氏名）  
 

宮崎県企業局長             
 
 
   年  月  日付けで申立てがあった不服事項等について、下記のとおり回答し

ます。 
 

記 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



入札及び契約の過程に係る苦情処理事務手続フロー図

回答書作成

二次苦情処理結果概要作成
・回答書受理後公表

委員会へ調査・審議依頼

調査・審議結果受理

却下通知書受理 回答書受理

調査・審議

調査・審議結果作成

受　付

却下 受理

通知書作成

二次苦情処理結
果概要作成・通
知書受理後公表

回答書作成

一次苦情処理結果概要作成
・回答書受理後公表

回答書受理却下通知書受理

二次苦情申立て

却下 受理

通知書作成

一次苦情処理結
果概要作成・通
知書受理後公表

宮崎県入札・契約監視委員会

入札参加資格確認結果通知書等受理
又は資格名簿への登載

一次苦情申立て

指名結果公表
契約結果公表

受　付

苦情申立て者 企業局（事業主管課）


